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（１）参画と協働のまちづくり 

市民や事業者等の参画と協働のまちづくりを推進するため，行政はまちづくりへの参加

や連携を促す機会の創出，まちづくりへの支援等を行います。 

◆まちづくりに関する情報発信                   
市のホームページや広報紙，パンフレット等により，本マスタープランの周知や都市

計画制度に関する情報発信を行い，まちづくりへの理解と関心を高めていきます。  

◆まちづくりへの参加機会の充実                  

まちづくりの計画や事業を進めるにあたっては，市民アンケートやパブリックコメ

ントの実施，まちづくり懇談会の開催，説明会等により，市民の参画を促します。 

◆まちづくりの担い手の育成                    

まちづくり活動における交流や情報交換の場づくり，出前講座やセミナーの実施等

により，新しいまちづくりの人材の発掘や育成を促します。  

◆市民主体のまちづくりの推進                  
良好な住環境の保全・形成を図るため，「地区計画」や「建築協定」などの都市計画

制度の活用，専門家派遣や活動助成などのまちづくり支援制度の活用等により，市民主

体のまちづくりを進めます。 

また，公園や歴史・文化資源を活用したまちづくり，地域防災力向上のための地区防

災計画づくり等，地域特性に応じた様々な分野のまちづくりについても取組を進めま

す。  

１  

【 基本的な考え方 】 

本マスタープランに掲げるまちづくりの理念や目標の実現に向けて，具体的な各施

策・事業の実施状況等を把握・評価し，必要に応じて計画の見直しを行います。 

また，社会情勢の変化，多様化する価値観やニーズ等に対応するため，行政だけでは

なく，市民や事業者等のまちづくりへの参加，協力や連携等により，きめ細かなまちづ

くりを進めます。 
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南芦屋浜地域 

（２）都市計画マスタープランの推進・見直し 

本マスタープランの実現に向けた取組を推進していくため，PDCA サイクルに基づき，
各施策や事業の実施状況等の把握・評価を行います。また，社会情勢の変化や上位計画の
変更などに合わせて，本マスタープランの見直しの必要性を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

図 本マスタープランの推進・見直し 
 

 

Plan 
(計画) 

Check 
(評価) 

Do 
(実行) 

Action 
(改善) 

・都市計画マス

タープランの

改定 

Plan 
(計画) 

 

 

・都市計画マス

タープランの

改定 

 

 

令和３年度 
（計画改定） 

 

 

令和７年度 
（計画見直し） 

令和 12 年度 
（計画改定） 

分野別計画等に基づく具体的な施策・事業の推進 
  ・市民の参画と協働 
  ・庁内関係課，国・県などの関係機関との連携・調整 

     


